
宮代町の給与・定員管理等について

１ 総括

(1) 人件費の状況 （普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

1 職員手当には退職手当を含まない。

2 職員数は、21年4月1日現在の人数である。

(3) ラスパイレス指数の状況 （各年4月1日現在）

Ｂ／Ａ

5,970

2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純
平均したものである。

186 124,885 257,980
21年度

人 千円 千円

（注）

（注） 1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水
準を示す指数である。

区分

区分
給 料Ａ

職員数

歳出額

21年度
8,884,99433,063

Ａ

住民基本台帳人口

（21年度末）

実質収支

％

（参考）

20年度の人件費率

千円 千円

Ｂ／Ａ

人件費率

1,602,255

％

人件費

Ｂ

千円

1,076,245

18.0

5,786

千円

給 与 費

千円

計 Ｂ

一人当たり給与費

人

千円

693,380

千円

20.3

職員手当 期末・勤勉手当

326,664

一人当たり給与費

（参考）類似団体平均

(H17)

93.1

(H17)

94.8

(H17)

93.7
(H22)

94.5

(H22)

97.0 (H22)

95.1

90.0

95.0

100.0

105.0

宮代町 類似団体平均 全国町村平均
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２ 一般行政職給料表の状況（22年4月1日現在）
（ 単位 ： 円 ）

３ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 （22年4月1日現在）

① 一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

② 技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

歳 円

42.6

44.1 355,552

41.9

384,710

区 分

区 分

公 務 員

（国ベース）

平均年齢

447,648

290,600

１級 ２級

294,786

49.3

埼 玉 県

宮 代 町

平均年齢

国

宮 代 町

平均給与月額

１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

43.2

平均給料月額 平均給与月額

3,955 ―284,514国

学校用務員

民 間

328,371

325,579

58.8

類似団体 289,260

―

17

平均年齢

宮 代 町

対応する民間
の類似職種

―

322,291

区 分

48.5

平均給与月額

学校用務員 用務員

58.8

53.5 405,527365,484 421,134565

286,200 294,7861

―

213,600

306,337315,877

53.8

Ｂ

325,355 361,532

403,778

― 395,666

361,176385,261

平均給料月額
平均給与月額

296,786286,200

296,786

1

Ａ （国ベース）
職員数

平均給与月額

埼 玉 県

類似団体

353,500 397,900 436,000 473,500

４級 ５級

185,800 214,600 252,200138,000

303,100

３級
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円 円

③ 教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

1 「平均給料月額」とは、22年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

（2) 職員の初任給の状況 （22年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （22年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

Ａ／Ｂ

213,900

―

― 131,150

―

学校用務員

民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。
（平成19～21年の3箇年平均）

2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外
勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

い
て明らかにされているものである。
また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、

特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再
計算したものである。

※

※

※ 年収ベースの「公務員Ｃ」及び「民間Ｄ」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したもの
に、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給され
た年間賞与の額を加えた試算値である。

埼 玉 県

―

――

高 校 卒

技能労務職

一般行政職

技能労務職

178,800

大 学 卒

高 校 卒

大 学 卒

―

類似団体

区 分

宮 代 町

45.0 446,008

50.0

4,769,332

―

参 考

年収ベース（試算値）の比較

Ｃ／Ｄ

宮 代 町

334,118

498,421

平均給与月額

高 校 卒

―

1.6

―

国埼 玉 県

178,800 172,200

宮 代 町

146,700

144,500

経験年数15年

296,320

248,800

―

経験年数10年

247,900

144,500

138,000

経験年数20年

304,000

366,100

高 校 卒

中 学 卒 ―

公務員 Ｃ

308,66441.3

383,659

431,450

―

民間 Ｄ

技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点におい
て完全に一致しているものではない。

平均給料月額平均年齢

区 分

140,100

3,027,0001.4

区 分

中 学 卒

（注）

一般行政職

区 分
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４ 一般行政職の級別職員数等の状況

（1) 一般行政職の級別職員数の状況 （22年4月1日現在）

1 宮代町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

平成18年度に6級制から5級制に変更している。（旧給料表の1級及び2級を統合）

構成比

人

10.3

％

人

1 室長、館長又は所長の職務
2 主幹又は指導主事の職務
3 高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う職務

人

職員数標準的な職務内容

16

主任、主任保健師又は主任保育士の職務
58

％

主査又は所長の職務

人

26.9

37.2

％

42

16

10.3

人 ％

24

％

15.4

2 級

1 級

（注）

（注）

4 級

3 級

区 分

1 課長、事務局長又は会計管理者の職務
2 主席室長又は館長の職務
3 主幹兼指導主事の職務
4 極めて高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う職務

主事、技師、保健師、看護師、保育士又は看護師の職務

5 級

1 級

10.3%

1 級

9.6%

1 級

22.7%

2 級

37.2%

2 級

38.5%

2 級

36.8%

3 級

26.9%

3 級

30.1%

3 級

19.6%

4 級

15.4%

4 級

12.8%

4 級

13.5%

5 級

10.3%

5 級

9.0%

5 級

7.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成22年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
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（2) 昇給への勤務成績の反映状況

１．勤務成績の評定の実施状況

２．昇給への勤務成績の反映状況

５ 職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（21年度支給割合） （21年度支給割合） （21年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

2号給

55歳超

埼 玉 県

1.4

特に良好 （Ｂ）

良好

一人当たり平均支給額 （21年度）

2.75

（ 1.5 月分 ） （ 0.7 月分 ）

2.75

標準点を25％上回る

職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置
・役職加算 5～20％
・管理職加算 10～25％

1.4

（ 0.7 月分 ）

1.4

（ 1.5 月分 ）

宮 代 町

管理職

良好

職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置
・役職加算 5～15％

2.75

やや良好でない

平成23年1月昇給結果

極めて良好 （Ａ）

表2

―

30％以内

人員分布

標準点を25％下回る

1,790

10％以内標準点を50％上回る

人

主任・主事級

国

極めて良好

一人当たり平均支給額 （21年度）

6号給 3号給

―

4号給

標準点を50％下回る

（Ａ） 8号給

（Ｃ） 4号給

昇給なし

算定方法

全職員の成果考課（目標管理）とコンピテンシー考課（職務行動特性） を20対80の考課ウェイ
トにて評価ポイント（200点満点）を算出し、職位区分毎に昇給区分を決定 （表1）。
平成23年1月昇給については、表2のとおり。

表1
成績区分

昇 給 幅

一般職員

地方公務員法第40条に基づき、全職員に対して勤務評定を実施。
平成18年4月から、多面評価を取り入れた「目標管理による行政運営と職員の行動特性（コン

ピテンシー）に基づく人事考課制度」を導入し、考課期間を二半期に分け9月末日及び3月末日
を各考課基準日として全職員を対象に運用を開始。

1号給2号給

（Ｄ）

（Ｅ）

職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置
・役職加算 5～20％
・管理職加算 20～25％

（ 0.7 月分 ）

0

0

0 人

やや良好でない

主査級

（Ｄ）

良好でない （Ｅ）

0 人 0 人

昇給なし

良好でない

（ 1.5 月分 ）

1,403

（注）

0 人 0

0

0 人

92 人

人

1

保育士級

特に良好 （Ｂ） 人

（Ｃ） 48 人 人

人

0 人

人 0 人 0 人

人

0

16

人人 2 人

1

52
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【参考】 勤勉手当への勤務実績の反映状況

１．勤務成績の評定の実施状況

２．勤勉手当への勤務成績の反映状況

月分

月分

月分

月分

月分

（2) 退職手当 （22年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

勤続 20 年 月分 月分 勤続 20 年 月分 月分

勤続 25 年 月分 月分 勤続 25 年 月分 月分

勤続 35 年 月分 月分 勤続 35 年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

一人当たり平均支給額 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

退職手当の一人当たり平均支給額は、21年度に退職した職員に支給された平均額である。

国宮 代 町

勧奨・定年

59.2859.28

33.50

自己都合

59.28

33.50

47.50

30.55

定年前早期退職特例
措置 （2～20％加算）

定年前早期退職特例
措置 （2～20％加算）

23.50 30.55

平成22年12月期
成 績 率

自己都合 勧奨・定年

23.50

47.50

5,422

59.28

59.28

59.28

41.34

（注）

41.34

算定方法 人員分布

10％以内

優秀 標準点を25％上回る 30％以内

特に優秀 標準点を50％上回る

71.5／100

81.0／100

良好（標準） ―

良好（標準）未満

62.0／100

52.5／100

11 人

特に優秀

平成22年12月
勤勉手当結果

管理職

対象外

優秀

表1

表2

対象外

成績区分

良好（標準）未満

標準点を25％下回る

良好（標準）

人

34

0 人

人

人

0 人

主任・主事級 保育士級

人

県からの派遣職員等

人

地方公務員法第40条に基づき、全職員に対して勤務評定を実施。
平成18年4月から、多面評価を取り入れた「目標管理による行政運営と職員の行動特性（コン

ピテンシー）に基づく人事考課制度」を導入し、考課期間を二半期に分け9月末日及び3月末日
を各考課基準日として全職員を対象に運用を開始。

全職員の成果考課（目標管理）とコンピテンシー考課（職務行動特性） を各部門職位毎の考
課ウェイトにて評価ポイント（200点満点）を算出し、職位区分毎に成績率を決定 （表1）。
平成22年12月勤勉手当については、表2のとおり。

0

5

主査級

65.0／100

人 11 人

0

0 人

21 人 36 人 人

0

0 人 3

0 人

58

1

人

3 人 人

0

人 33

6



(3) 地域手当

（22年4月1日現在）

千円

円

％ 人 ％

(4) 特殊勤務手当 （22年4月1日現在）

千円

円

％

種類

(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

職員一人当たり平均支給年額 （20年度決算）

支給職員一人当たり平均支給年額 （21年度決算）

0

感染症防疫手当

2

主な支給対象職員

手当の種類 （手当数）

4,500円 （１回につき）

支給実績 （21年度決算） 24,999

118,475

3211

支給実績 （20年度決算）

支給実績 （21年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合 （21年度）

国の制度（支給率）

3全地域

手当の名称

202

保健師

左記職員に対する支給単価

37,459

支給対象職員数

0

支給職員一人当たり平均支給年額 （21年度決算）

（注）

主な支給対象業務

職員一人当たり平均支給年額 （21年度決算）

0

感染症患者又は疑いのある
者の救護若しくは感染症の
病原体に汚染された物件の
処理業務

支給率

行旅死病人の収容業務行旅死病人取扱手当

支給実績 （21年度決算）

全職員 4,500円 （１回につき）

支給対象地域

32,585

214

7



（6) その他の手当 （22年4月1日現在）

千円 578,687

千円

通勤手当 同じ

同じ

千円

内容及び支給単価

― 8,448

国の制度と
異なる内容

千円

支 給 実 績
（21年度決算）

・交通機関等利用者 運賃等相当額
（支給限度額 55,000円）

・交通用具（自動車等）利用者 距離
に応じた額
（月額 2,000円～24,500円）

・給料額に次の率を乗じて得た額
課長級 15％
主席室長 13％
室長級 10％
主幹 8％

（21年度決算）

円

55,575

円248,149

異なる
国は役職に応
じ、8％～25％

管理職手当 23,148

26,552

円

円

7,897

扶養手当

手 当 名

―

・配偶者 13,000円
・配偶者以外の扶養親族 6,500円
（配偶者なしの場合そのうち1人に
つき11,000円）

・満16歳の年度初めから満22歳の年
度末までの子 5,000円加算

国の制度
との異同

同じ

住居手当 ・借家等居住者 限度額 27,000円 76,665

支 給 職 員
一 人 当 た り
平均支給年額

8



６ 特別職の報酬等の状況 （22年4月1日現在）

円 （ 円 ） 円 ／ 円

円 （ 円 ） 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

月分

月分

円

円

町 長

副議長

副議長

報

酬

町 長

議 員

議 長

期
末
手
当

副町長

議 員

議 長 295,000

221,000

227,000

4.15

750,000

244,000

副町長

（参考）類似団体における最高／最低額

732,000
給

料 648,000

給 料 月 額 等

585,600 911,000

区 分

583,200

430,000

（参考）類似団体における最高／最低額

182,000

（注） 1 給料の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。

備 考

157,000400,000

386,000

7,511,616 任期満了（退職）時

退
職
手
当

（一期の手当額）

441,000

町 長

（支給時期）

499,000

14,142,240

副町長

（21年度支給割合）

2 退職手当の「一期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、一期
（4年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

4.15

（21年度支給割合）

任期満了（退職）時732,000円×勤続期間の月数×0.35×1.15

648,000円×勤続期間の月数×0.21×1.15

（算定方式）
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７ 職員数の状況

（1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年4月1日現在）

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人口1万人当たり職員数 人

（ 類似団体の人口1万人当たり職員数 人 ）

人 人 人

人口1万人当たり職員数 人

（ 類似団体の人口1万人当たり職員数 人 ）

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人口1万人当たり職員数 人

1 職員数は一般職に属する職員数である。

2 [ ]内は、条例定数の合計である。

56.56

68.27

合 計

小 計

下 水 道

そ の 他

事務事業の整理に伴う減員
会
計
部
門

水 道

小 計

衛 生

0

0

44

161

17

187

人

26

14

0

＜参考＞

人

0

0

0

4

[ 254 人］

人

19

17

26

14

44

161

31

税 務

農林水産

職 員 数

平成22年

3

平成21年

0

区 分
部 門

普

通

会

計

部

門

人187

土 木

商 工

教 育 部 門

休職等職員の再配置に伴う減員
一

般

行

政

部

門
計

民 生

事務事業の整理に伴う減員

48.69

0

＜参考＞

農業振興業務充実のための増員

50.87

3

△ 1

1

3

7

3

54

0

55

対前年
増減数

人

6

0

31

[ 254 人］

5

後期高齢者医療業務充実のための増員

0

主 な 増 減 理 由

（注）

公
営
企
業
等

19

6 6

218 218

20 21

議 会

総 務

1

[ 0 人］

△ 1

人

＜参考＞

65.93

0
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（2) 年齢別職員構成の状況 （22年4月1日現在）

(3) 職員数の推移

（単位：人・％）

人 人 人 人 人 人 △ 9 人 （ △ ）

人 人 人 人 人 人 △ 6 人 （ △ ）

人 人 人 人 人 人 △ 15 人 （ △ ）

人 人 人 人 人 人 8 人 （ ）

人 人 人 人 人 人 △ 7 人 （ △ ）3.2%

25.8%

8.0%

23.1%

17 年 18 年 19 年 20 年 21 年

31

年 度
部 門

総合計

公営企業等会
計計

普通会計計

教 育

28

202

人 人人

218

187

22 年

（注）

一般行政

59歳47歳

人

161165

225

人 人

55歳

40 1532

187

5.6%

26

27

人

21 126 218

23 28

197

32

170

32

193

職員数
人 人 人

23歳 27歳未満

区分

6 8 100

20歳

～
35歳 43歳

221

各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

32

225

30

の増減数（率）

過去5年間

31

218

161

40歳

～

32歳

31歳

人人

～～

39歳

～
20歳 24歳 28歳 36歳

～ ～ ～

56歳44歳 52歳

30

194

計

51歳

48歳

人

60歳

以上

～

224

～

162 164

31 26

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

5年前の構成比

％

11



８ 公営企業職員の状況

(1) 水道事業

① 職員給与費の状況

（参考）

1 職員手当には退職給与金を含まない。

2 職員数は、22年3月31日現在の人数である。

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況 （22年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（21年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

月分 月分

（加算措置の状況）

（ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

6,567

（注）

職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置
・役職加算 5～15％

546,495

団体平均

（ 1.5 月分 ）

2.75

1,573

宮 代 町

21年度

（注）

（注）

区 分

千円

基本給

377,204

1,609

区分
職員数

千円

職員手当

一人当たり平均支給額 （21年度） 一人当たり平均支給額 （21年度）

団体平均 45.6 366,719

人

（参考） 団体平均

Ｂ／Ａ

21年度

総費用
区分

Ａ

7.2

千円

662,569

平均月収額

給 料 期末・勤勉手当

45,463

Ｂ／Ａ計 Ｂ

6.9

Ａ

千円

宮 代 町

24,581 4,1166 9,435

46.4

△ 58,956

Ｂ

一人当たり給与費給 与 費

千円

純損益又は
実質収支

千円 千円 ％

一人当たり給与費

平均年齢

539,930

千円

1.4

（ 0.7 月分 ）

千円

20年度の総費用に占
める職員給与費比率

職員給与費

％

6,355

総費用に占める
職員給与費比率

38,132
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イ 退職手当 （22年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

勤続 20 年 月分 月分 勤続 20 年 月分 月分

勤続 25 年 月分 月分 勤続 25 年 月分 月分

勤続 35 年 月分 月分 勤続 35 年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

一人当たり平均支給額 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

退職手当の一人当たり平均支給額は、21年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ 地域手当

（22年4月1日現在）

千円

円

％ 人 ％

エ 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

自己都合

132,505

59.28

47.50

支給対象職員数

161

職員一人当たり平均支給年額 （20年度決算） 92

宮 代 町

自己都合

47.50

59.28

59.28

33.50 41.34

30.55

勧奨・定年

23.50

支給職員一人当たり平均支給年額 （21年度決算）

（注）

全地域

職員一人当たり平均支給年額 （21年度決算）

支給対象地域

59.28

59.28

33.50

宮 代 町 （ 一 般 行 政 職 ）

3

41.34

支給実績 （20年度決算） 461

支給実績 （21年度決算） 803

795

支給率

3

一般行政職の制度（支給率）

（注）

6

定年前早期退職特例
措置 （2～20％加算）

支給実績 （21年度決算）

59.28

定年前早期退職特例
措置 （2～20％加算）

5,422

23.50 30.55

勧奨・定年
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オ その他の手当 （22年4月1日現在）

同じ ― 千円

72,400

726,376

一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

扶養手当

・配偶者 13,000円
・配偶者以外の扶養親族 6,500円
（配偶者なしの場合そのうち1人に
つき11,000円）

・満16歳の年度初めから満22歳の年
度末までの子 5,000円加算

―同じ

管理職手当

・給料額に次の率を乗じて得た額
課長級 15％
主席室長 13％
室長級 10％
主幹 8％

住居手当

通勤手当

・交通機関等利用者 運賃等相当額
（支給限度額 55,000円）

・交通用具（自動車等）利用者 距離
に応じた額
（月額 2,000円～24,500円）

手 当 名 内容及び支給単価

支 給 職 員
一 人 当 た り
平均支給年額

（21年度決算）

円

・借家等居住者 限度額 27,000円

―

同じ

同じ

千円

28,860

円

― 362

238,800

円

円726

115 千円

1,194 千円

支 給 実 績
（21年度決算）
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